
第
五
十
一
号
議
案

仙
台
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
仙
台
市
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
承
認
」
の
下
に
「（
こ
の
項
た
だ
し
書
を
除
き
、
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）」
を
加
え
、
同

項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
公
共
下
水
道
管
理

者
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
事
業
者
も
、
排
水
設
備
工
事

を
施
工
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
削
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
」
を
削
り
、「
承
認
す
る
」
を
「
承
認
を
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
専

属
さ
せ
て
い
る
」
を
「
選
任
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
の
」
を
削
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
専
属
の
」
を
「
選
任
し
た
」
に
、「
第
六
条
の
十
一
第
一
項
各
号
」
を
「
第
六
条
の
十
一
第

二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
の
」
を
削
る
。

第
六
条
の
十
一
の
見
出
し
中
「
の
責
務
」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条

に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

公
認
業
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
第
六
条
の
九
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
責
任
技
術
者
を
選

任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
認
業
者
は
、
当
該
責
任
技
術
者
を
他
の
県
内
営
業
所
の
責
任
技

術
者
と
兼
ね
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
十
四
第
三
項
中
「
第
六
条
の
十
一
第
一
項
各
号
」
を
「
第
六
条
の
十
一
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
排
水
設
備
工
事
の
実
施
に
係
る
資
格
を
見
直
す
と
と
も
に
、
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
の
配
置
基
準
を
緩
和
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。
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